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五
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東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
六
十
号

東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
東
京
都
規
則
第
五
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
２
の
部
⑸
の
項
中
「
住
宅
建
設
事
務
所
」
の
下
に
「
、
環
境
局
気
候
変
動
対
策
部
計
画
課
」
を

加
え
る
。

　
　

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日
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附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
第
一
項
第
十
七
号
の
改

正
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
六
十
三
号

東
京
都
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
四
年
東
京
都
規
則
第
百
五

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中
「
第
十
八
条
第
十
四
項
」
を
「
第
十
八
条
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
六
十
四
号

東
京
都
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
八
年
東

京
都
規
則
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
中
「
第
十
八
条
第
十
八
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
十
二
項
若
し
く
は
第
二

十
六
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
第
十
八
条
第
十
四
項
」
を
「
第
十
八
条
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
六
十
一
号

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
規
則
第
二
百
六
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
イ
中
「
第
十
八
条
第
二
十
四
項
第
一
号
」
を
「
第
十
八
条
第
三
十
八
項
第
一
号
」
に
改
め
、

同
号
ル
中
「
第
十
八
条
第
二
十
五
項
」
を
「
第
十
八
条
第
四
十
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ヨ
中
「
又
は
第

七
条
の
六
第
三
項
」
を
「
、
第
七
条
の
六
第
三
項
又
は
第
十
八
条
第
十
八
項
、
第
二
十
七
項
、
第
三
十

六
項
若
し
く
は
第
三
十
九
項
」
に
、
「
又
は
第
七
条
の
六
第
四
項
」
を
「
、
第
七
条
の
六
第
四
項
又
は

第
十
八
条
第
十
九
項
若
し
く
は
第
四
十
項
」
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
中
高
層
建
築
物
の
建
築
に
係
る
紛
争
の
予
防
と
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
六
十
二
号

東
京
都
中
高
層
建
築
物
の
建
築
に
係
る
紛
争
の
予
防
と
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
中
高
層
建
築
物
の
建
築
に
係
る
紛
争
の
予
防
と
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十

三
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
第
十
六
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
十
項
」
に
改
め
、
「
第
七
条
の
二

第
四
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
十
八
条
第
二
十
五
項
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
の
二
中
「
第
十
八
条

第
四
項
」
を
「
第
十
八
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
七
号
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二

十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
第
十
八
条
第
十
六
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
十
項
」
に
改
め
、
「
第
七
条
の
二
第
四
項
」
の
下
に

「
若
し
く
は
第
十
八
条
第
二
十
五
項
」
を
加
え
る
。
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東
京
都
重
度
心
身
障
害
者
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
六
十
六
号

東
京
都
重
度
心
身
障
害
者
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
重
度
心
身
障
害
者
手
当
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
規
則
第
百
四
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
中
「
第
六
条
の
二
の
二
第
三
項
」
を
「
第
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
規
定
す
る
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶

養
親
族
（
以
下
「
扶
養
親
族
等
」
と
い
う
。
）
の
数
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
下
欄
」
を
「
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
」
に
改
め
、
同
条
の
表
を
削
り
、
同
条
に
次
の
各

号
を
加
え
る
。

一　

加
算
対
象
扶
養
親
族
等
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
規
定
す
る
同
一
生

計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
の
う
ち
、
控
除
対
象
扶
養
親
族
（
同
法
に
規
定
す
る
控
除
対
象
扶
養
親

族
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
し
な
い
三
十
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
扶
養
親
族
（
同
法
に
規

定
す
る
扶
養
親
族
を
い
う
。
）
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
な
い
場
合　

三
百
六
十

万
四
千
円

二　

加
算
対
象
扶
養
親
族
等
が
あ
る
場
合　

三
百
六
十
万
四
千
円
に
次
に
掲
げ
る
額
を
加
算
し
た
額

イ　

当
該
加
算
対
象
扶
養
親
族
等
（
七
十
歳
以
上
同
一
生
計
配
偶
者
（
七
十
歳
以
上
の
所
得
税
法

に
規
定
す
る
同
一
生
計
配
偶
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
老
人
扶
養
親
族
（
同
法
に
規
定
す

る
老
人
扶
養
親
族
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
特
定
扶
養
親
族
等
（
同
法
に
規
定
す
る
特
定

扶
養
親
族
及
び
十
九
歳
未
満
の
控
除
対
象
扶
養
親
族
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。
）
の
数
に
三
十
八
万
円
を
乗
じ
て
得
た
額

ロ　

当
該
加
算
対
象
扶
養
親
族
等
（
七
十
歳
以
上
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
老
人
扶
養
親
族
に
該
当

す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
数
に
四
十
八
万
円
を
乗
じ
て
得
た
額

ハ　

当
該
加
算
対
象
扶
養
親
族
等
（
特
定
扶
養
親
族
等
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
数
に
六

十
三
万
円
を
乗
じ
て
得
た
額

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
六
十
五
号

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
百
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
第
四
項
、
第
十
六
項
若
し
く
は
第
十
九
項
」
を
「
第
五
項
、
第
二
十
項
若
し
く

は
第
二
十
八
項
」
に
、
「
同
条
第
二
十
四
項
」
を
「
同
条
第
三
十
八
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
二
第
二
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
同
条
第
二
十
四
項
」
を
「
同
条
第
三
十

八
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
同
条
第
二
十
四
項
第
二
号
」
を
「
同
条
第
三

十
八
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
八
条
第
二
十
四
項
第
一
号
」
を
「
第
十
八
条
第
三

十
八
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
五
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
同
条
第
二
十
四
項
」
を
「
同
条
第
三
十
八

項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
二
中
「
第
六
条
の
二
（
」
を
「
第
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
四
項
（
こ
れ
ら
の

規
定
を
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
三
第
三
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
同
条
第
二
十
四
項
」
を
「
同
条
第
三
十

八
項
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
八
条
第
十
六
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
十
項
」
に
、
「
第

十
八
条
第
十
九
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
十
八
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
七
条
の
二
第
一

項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
十
八
条
第
二
十
三
項
」
を
、
「
第
七
条
の
四
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く

は
第
十
八
条
第
三
十
二
項
」
を
加
え
る
。

　
　

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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「

 

」
に
改
め

る
。別

記
第
七
号
様
式
中
「保

　

険

　

証

　

等

」
を
「被

保
険
者
等

」
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
十
二
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
の
影
響
に
よ
る

と
思
わ
れ
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
七
号

様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
千
九
十
七
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
七
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
晴

海
五
丁
目
西
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

施
行
者
の
氏
名
又
は
名
称

東
京
都

二　

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三　

施
行
地
区

中
央
区
晴
海
五
丁
目
地
内

四　

第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
名
称

別
記
第
一
号
様
式

（表面）
及
び
第
九
号
様
式
中
「扶

養
親
族
の
合
計
数

（
」
を
「扶

養
親
族

（控
除
対
象

扶
養
親
族
に
該
当
し
な
い
30歳

以
上
70歳

未
満
の
扶
養
親
族
を
除
く
。

）の
合
計
数

（
」
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
五
号
の
改
正
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
重
度
心
身
障
害
者
手
当
条
例
施
行
規
則
第
三
条
の
規
定
並
び

に
別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
九
号
様
式
の
規
定
は
、
令
和
六
年
十
一
月
以
後
の
月
分
の
重
度
心
身
障

害
者
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
十
月
以
前
の
月
分
の
重
度
心
身
障
害
者
手
当
の
支
給
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
重
度
心
身
障
害
者
手
当
条
例
施
行

規
則
別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
九
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正

を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
の
影
響
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
六
十
七
号

東
京
都
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
の
影
響
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費

の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
の
影
響
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関

す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中

「

 

」
を
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次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日

七　

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
九
十
八
号

晴
海
五
丁
目
西
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

五　

事
務
所
の
所
在
地

中
央
区
勝
ど
き
一
丁
目
七
番
三
号
勝
ど
き
サ
ン
ス
ク
ェ
ア
東
京

都
第
一
市
街
地
整
備
事
務
所
内

六　

施
行
認
可
の
年
月
日

　
　

名　
　

称

　
　

位　
　

置

　
　

構
造
及
び
規
模

戸　

数

南
台
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
３
号
棟
）

中
野
区
南
台
二
丁
目
二
十
九
番

高
層
耐
火　
　

四
一
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

八
戸

府
中
栄
町
一
丁
目
第
２
ア
パ
ー
ト

（
１
、
３
号
棟
）

府
中
市
栄
町
一
丁
目
三
番
地

中
層
耐
火　
　

五
五
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

五
七
戸

府
中
栄
町
一
丁
目
第
２
ア
パ
ー
ト

（
２
号
棟
）

同
右

同
右　
　
　
　

四
八
・
一
平
方
メ
ー
ト
ル

二
四
戸

◉
東
京
都
告
示
第
千
九
十
九
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子
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種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営高層耐火 勝どき五丁目アパート（７号棟） 中央区勝どき5-8 33.6 1 28,200 55,100

一般都営高層耐火 勝どき五丁目アパート（１０号棟） 中央区勝どき5-8 33.6 1 28,200 55,100

一般都営高層耐火 勝どき六丁目アパート（１号棟） 中央区勝どき6-6 51.2 1 45,100 101,500

一般都営高層耐火 南青山一丁目アパート（６号棟） 港区南青山1-3 40.7 8 39,900 218,000

一般都営高層耐火 芝五丁目アパート（１号棟） 港区芝5-18 34.3 3 33,100 86,700

一般都営高層耐火 芝五丁目アパート（２号棟） 港区芝5-18 42.2 2 40,900 94,700

一般都営高層耐火 芝五丁目アパート（２号棟） 港区芝5-18 42.2 1 40,300 94,700

一般都営高層耐火 港南四丁目アパート（２号棟） 港区港南4-5 42.2 1 39,400 109,400

一般都営高層耐火 港南四丁目アパート（３号棟） 港区港南4-5 37.3 1 34,600 93,200

一般都営高層耐火 港南四丁目アパート（４号棟） 港区港南4-5 42.2 1 39,600 110,300

一般都営中層耐火 戸山ハイツアパート（７号棟） 新宿区戸山2-7 38.8 1 32,200 75,900

一般都営高層耐火 戸山ハイツアパート（１８号棟） 新宿区戸山2-18 36.3 1 30,100 80,800

一般都営高層耐火 戸山ハイツアパート（３３号棟） 新宿区戸山2-33 40.1 1 34,000 90,600

一般都営高層耐火 戸山ハイツアパート（３３号棟） 新宿区戸山2-33 40.1 1 33,800 89,200

一般都営中層耐火 戸山ハイツアパート（２３号棟） 新宿区戸山2-23 38.8 1 32,700 80,100

一般都営高層耐火 早稲田アパート（１号棟） 新宿区西早稲田1-9 34.4 3 29,200 52,900

一般都営高層耐火 早稲田アパート（２号棟） 新宿区西早稲田1-9 34.4 2 29,200 52,900

一般都営高層耐火 清川二丁目アパート（３号棟） 台東区清川2-22 34.3 1 25,300 36,800

一般都営高層耐火 下谷一丁目アパート（１-２-１０号棟） 台東区下谷1-2 35.4 1 28,200 40,800

一般都営高層耐火 文花一丁目アパート（３６号棟） 墨田区文花1-28 37.8 2 25,800 49,300

一般都営高層耐火 大島四丁目アパート（２号棟） 江東区大島4-21 51.2 1 42,300 80,300

一般都営高層耐火 亀戸七丁目アパート（１２号棟） 江東区亀戸7-57 42.2 1 34,400 54,000

一般都営中層耐火 南砂五丁目アパート（３号棟） 江東区南砂5-24 33.4 1 26,000 45,500

一般都営高層耐火 東砂二丁目アパート（４号棟） 江東区東砂2-13 37.9 1 29,800 55,400

一般都営高層耐火 東陽三丁目アパート（２号棟） 江東区東陽3-22 34.4 1 27,900 38,600

一般都営高層耐火 南砂四丁目アパート（１号棟） 江東区南砂4-4 37.9 2 30,700 53,700

一般都営高層耐火 北砂一丁目第３アパート（２号棟） 江東区北砂1-3 42.0 1 33,600 58,900

一般都営高層耐火 北品川第２アパート（１号棟） 品川区北品川1-7 37.9 1 33,200 82,600

一般都営高層耐火 東品川第４アパート（１２号棟） 品川区東品川1-2 34.3 1 29,000 47,000

一般都営高層耐火 東品川第３アパート（１１号棟） 品川区東品川3-32 37.9 1 32,500 52,000

一般都営高層耐火 八潮五丁目アパート（１号棟） 品川区八潮5-1 59.6 1 52,300 103,700

一般都営中層耐火 八潮五丁目アパート（３号棟） 品川区八潮5-1 59.6 1 52,500 93,100

一般都営中層耐火 八潮五丁目アパート（５号棟） 品川区八潮5-1 62.1 1 54,400 95,300

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営中層耐火 大森西三丁目第５アパート（１号棟） 大田区大森西3-9 51.0 1 43,100 85,300

一般都営中層耐火 羽田六丁目アパート（１号棟） 大田区羽田5-12 32.6 1 25,100 40,200

一般都営中層耐火 羽田六丁目アパート（２号棟） 大田区羽田5-12 32.6 1 25,100 40,200

一般都営高層耐火 西糀谷二丁目アパート（２号棟） 大田区西糀谷2-23 42.2 2 34,200 66,000

一般都営中層耐火 大森西四丁目第２アパート（１２号棟） 大田区大森西4-13 55.9 1 45,900 85,000

一般都営高層耐火 大森東一丁目アパート（２号棟） 大田区大森東1-31 59.6 2 49,900 89,400

一般都営中層耐火 南烏山六丁目アパート（１号棟） 世田谷区南烏山6-32 55.9 1 47,000 105,600

一般都営中層耐火 桜一丁目アパート（３号棟） 世田谷区桜1-53 42.3 1 34,500 70,500

一般都営中層耐火 喜多見二丁目アパート（５号棟） 世田谷区喜多見2-10 51.0 1 40,100 68,900

一般都営中層耐火 喜多見二丁目アパート（９号棟） 世田谷区喜多見2-10 52.4 1 40,600 70,800

一般都営高層耐火 広尾五丁目アパート（１号棟） 渋谷区広尾5-7 37.9 1 35,700 103,600

一般都営高層耐火 堀の内三丁目アパート（１９号棟） 杉並区堀ノ内3-49 37.9 2 28,000 48,000

一般都営中層耐火 上井草四丁目アパート（１号棟） 杉並区上井草4-17 36.4 1 26,900 58,200

一般都営高層耐火 南大塚二丁目アパート（１号棟） 豊島区南大2-36 42.2 2 35,800 62,300

一般都営高層耐火 浮間一丁目第２アパート（７号棟） 北区浮間1-5 48.1 1 38,700 67,800

一般都営中層耐火 浮間一丁目第２アパート（９号棟） 北区浮間1-14 59.6 1 48,700 98,700

一般都営中層耐火 西ケ丘二丁目第２アパート（１０号棟） 北区西が丘2-16 51.0 1 41,000 77,700

一般都営中層耐火 浮間二丁目アパート（３号棟） 北区浮間2-26 59.6 1 48,300 97,500

一般都営中層耐火 王子本町第２アパート（２号棟） 北区王子本町3-8 33.4 2 25,400 55,600

一般都営中層耐火 滝野川三丁目アパート（７号棟） 北区滝野川3-68 39.0 1 30,400 57,900

一般都営高層耐火 滝野川三丁目アパート（１３号棟） 北区滝野川3-71 42.2 1 33,400 70,800

一般都営高層耐火 滝野川三丁目アパート（１５号棟） 北区滝野川3-75 37.3 1 29,500 63,000

一般都営高層耐火 滝野川三丁目第２アパート（１６号棟） 北区滝野川3-80 42.2 2 33,500 55,000

一般都営中層耐火 赤羽北三丁目アパート（６号棟） 北区赤羽北3-11 56.8 1 45,600 90,500

一般都営中層耐火 赤羽北三丁目アパート（６号棟） 北区赤羽北3-11 51.0 1 40,900 81,400

一般都営中層耐火 赤羽北三丁目アパート（４号棟） 北区赤羽北3-10 51.2 1 41,100 81,700

一般都営中層耐火 赤羽北三丁目アパート（８号棟） 北区赤羽北3-13 59.6 1 48,300 96,000

一般都営高層耐火 南千住二丁目アパート（１号棟） 荒川区南千住2-33 42.2 1 30,400 59,000

一般都営高層耐火 新河岸二丁目アパート（８号棟） 板橋区新河岸2-10 37.9 1 26,800 43,200

一般都営中層耐火 坂下一丁目第４アパート（１０号棟） 板橋区坂下1-36 51.0 1 38,500 69,100

一般都営高層耐火 蓮根三丁目アパート（１号棟） 板橋区蓮根3-15 51.2 1 38,800 72,900

一般都営高層耐火 蓮根三丁目アパート（２号棟） 板橋区蓮根3-15 51.2 1 38,800 72,900

一般都営中層耐火 練馬北町六丁目アパート（２号棟） 練馬区北町6-2 55.9 1 44,300 98,300
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種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営中層耐火 上石神井アパート（１１号棟） 練馬区石神井台4-5 55.9 1 44,100 97,800

一般都営中層耐火 南田中アパート（３３号棟） 練馬区石神井町1-1 36.4 1 26,800 56,700

一般都営中層耐火 伊興町第２アパート（７号棟） 足立区西竹の1-10 48.1 1 35,500 70,000

一般都営中層耐火 保木間五丁目アパート（５号棟） 足立区保木間5-36 59.6 1 42,600 77,700

一般都営中層耐火 足立中央本町五丁目アパート（１号棟） 足立区中央本町5-15 48.1 1 35,000 68,200

一般都営中層耐火 六月二丁目第２アパート（５号棟） 足立区六月2-29 55.9 2 40,500 74,700

一般都営中層耐火 島根四丁目アパート（２号棟） 足立区島根4-19 59.6 1 43,300 80,300

一般都営中層耐火 島根四丁目アパート（４号棟） 足立区島根4-20 51.0 1 37,100 68,700

一般都営中層耐火 青井四丁目アパート（１号棟） 足立区青井4-36 59.6 1 44,300 93,500

一般都営中層耐火 青井四丁目アパート（３号棟） 足立区青井4-37 59.6 1 44,300 93,500

一般都営中層耐火 六月町一丁目アパート（２号棟） 足立区六月1-33 37.3 1 25,200 43,600

一般都営中層耐火 六月町一丁目アパート（４号棟） 足立区六月1-33 33.4 1 22,600 39,400

一般都営中層耐火 竹の塚七丁目アパート（１０号棟） 足立区竹の7-15 33.4 1 22,600 39,300

一般都営中層耐火 竹の塚七丁目アパート（１４号棟） 足立区竹の7-16 33.4 1 22,600 39,300

一般都営中層耐火 西保木間四丁目アパート（２号棟） 足立区西保木間4-1 37.3 1 25,100 44,100

一般都営中層耐火 西保木間四丁目アパート（６号棟） 足立区西保木間4-3 33.4 1 22,600 39,400

一般都営中層耐火 谷在家アパート（１１号棟） 足立区谷在家3-22 35.7 1 24,200 41,600

一般都営高層耐火 千住元町アパート（４号棟） 足立区千住元町34 33.6 1 23,300 33,300

一般都営中層耐火 辰沼町アパート（１２号棟） 足立区辰沼1-2 38.3 1 26,600 43,300

一般都営中層耐火 辰沼町アパート（１３号棟） 足立区辰沼1-2 38.3 1 26,500 43,300

一般都営高層耐火 花畑第４アパート（１０号棟） 足立区花畑8-4 42.0 1 27,900 45,500

一般都営高層耐火 舎人町アパート（１４号棟） 足立区舎人6-14 43.6 1 30,400 44,900

一般都営高層耐火 足立加賀二丁目アパート（４号棟） 足立区加賀2-31 55.9 1 39,700 71,700

一般都営高層耐火 青戸三丁目アパート（６号棟） 葛飾区青戸3-8 51.2 1 37,900 73,300

一般都営高層耐火 葛飾新宿一丁目アパート（１号棟） 葛飾区新宿1-2 48.1 1 34,900 64,500

一般都営高層耐火 東堀切二丁目第２アパート（７号棟） 葛飾区東堀切2-28 63.5 1 49,600 102,400

一般都営中層耐火 東新小岩三丁目アパート（１号棟） 葛飾区東新小岩3-12 51.0 1 38,100 75,700

一般都営高層耐火 西新小岩一丁目アパート（２号棟） 葛飾区西新小岩1-1 55.9 2 42,400 74,200

一般都営高層耐火 西新小岩一丁目アパート（１号棟） 葛飾区西新小岩1-1 55.9 1 42,400 74,200

一般都営中層耐火 西水元五丁目アパート（４号棟） 葛飾区西水元5-4 59.6 1 43,100 76,500

一般都営高層耐火 平井一丁目アパート（１１号棟） 江戸川区平井3-4 37.9 2 27,800 52,100

一般都営高層耐火 平井一丁目アパート（１３号棟） 江戸川区平井3-4 37.9 1 27,800 52,100

一般都営高層耐火 清新町二丁目アパート（４号棟） 江戸川区清新町2-8 55.9 1 44,500 93,000

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営高層耐火 多摩ニュータウン南大沢団地（３-４-６号棟） 八王子市南大沢3-4 61.4 1 35,800 80,900

一般都営高層耐火 多摩ニュータウン南大沢団地（５-１-１号棟） 八王子市南大沢5-1 47.5 1 30,200 65,100

一般都営中層耐火 立川富士見町六丁目アパート（５４号棟） 立川市富士見町6-54 52.4 1 28,800 55,600

一般都営中層耐火 境五丁目アパート（２号棟） 武蔵野市境5-28 55.9 1 42,100 92,400

一般都営中層耐火 吉祥寺北町五丁目アパート（２１号棟） 武蔵野市吉祥寺北町5-6 51.0 1 38,000 83,200

一般都営中層耐火 上連雀九丁目第２アパート（１１号棟） 三鷹市上連雀9-33 62.1 1 45,900 101,800

一般都営中層耐火 上連雀一丁目アパート（２号棟） 三鷹市上連雀1-22 59.6 1 44,800 105,200

一般都営高層耐火 調布くすのきアパート（２号棟） 調布市国領町3-8 53.5 1 29,600 68,100

一般都営高層耐火 調布くすのきアパート（５号棟） 調布市国領町3-8 45.1 3 25,000 57,400

一般都営中層耐火 成瀬アパート（３号棟） 町田市成瀬7-10 55.9 1 30,200 60,900

一般都営中層耐火 成瀬アパート（１７号棟） 町田市成瀬7-10 55.9 1 30,200 60,900

一般都営中層耐火 上水南町アパート（１号棟） 小平市上水南町3-1 55.9 1 32,200 77,800

一般都営高層耐火 国分寺南町三丁目アパート（２５号棟） 国分寺市南町3-9 59.6 1 37,500 106,700

一般都営中層耐火 国立東二丁目アパート（１号棟） 国立市東2-26 42.3 1 23,600 66,700

一般都営中層耐火 田無南町一丁目アパート（１号棟） 西東京市南町1-1 51.0 1 29,400 70,800

一般都営中層耐火 狛江アパート（１９号棟） 狛江市和泉本町4-7 37.0 1 17,900 45,800
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
一
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都
営

再
開
発
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
六
年
十
一
月

一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日	

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

　
　

名　
　

称

　
　

位　
　

置

　
　

構
造
及
び
規
模

戸　

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

日
野
平
山
四
丁
目
第
２
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

日
野
市
平
山
四
丁
目
二
十
番
地
の

一

高
層
耐
火　
　

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

七
〇
戸

　
　
　

二
五
、
七
〇
〇
円

　

七
一
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

　
　
　

三
〇
、
一
〇
〇
円

　

八
四
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
八
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

一
〇
戸

　
　
　

三
五
、
七
〇
〇
円

　

九
九
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

　
　
　

三
五
、
六
〇
〇
円

　

九
九
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

五
七
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

　
　
　

四
二
、
八
〇
〇
円

一
一
九
、
六
〇
〇
円



9 令和6年10月31日（木曜日） （第18177号）東　京　都　公　報

駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及
び
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

名　
　
　
　

称

位　
　
　

置

区
画
数

日
野
平
山
四
丁
目
第
２
ア

パ
ー
ト
駐
車
場

日
野
市
平
山
四
丁
目
二

十
番
地
の
一

四
一
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
江
戸
川
区
篠
崎

町
六
丁
目
地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

砒ひ

素
及
び
そ
の
化

合
物

三　

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
二
号

次
の
駐
車
場
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九

年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
九
十
三
条
の
規
定
に
お
い
て
準
用

す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

名　
　
　
　

称

位　
　
　

置

区
画
数

新
田
一
丁
目
ア
パ
ー
ト
第

３
駐
車
場

足
立
区
新
田
一
丁
目
十

四
番

五
区
画

和
田
団
地
（
３
―
１
）
駐

車
場

多
摩
市
和
田
三
丁
目
一

番

七
二
区
画

東
寺
方
団
地
駐
車
場

多
摩
市
東
寺
方
三
丁
目

一
番

一
〇
一
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
三
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
の
で
、
第
九
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

名　
　
　
　

称

位　
　
　

置

区
画
数

新
田
一
丁
目
ア
パ
ー
ト
第

１
駐
車
場

足
立
区
新
田
一
丁
目
十

四
番

一
三
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数

（戸）
使用料

（円、月額／戸）

改良 高層耐火 橋場二丁目アパート（１５号棟） 台東区橋場2-16 43.9 1 34,000

改良 高層耐火 押上二丁目アパート（１号棟） 墨田区押上2-1 48.1 1 35,900

改良 高層耐火 東陽一丁目アパート（５号棟） 江東区東陽1-39 36.6 1 29,800

改良 中層耐火 西糀谷二丁目アパート（１号棟） 大田区西糀谷2-23 36.4 1 29,000

改良 中層耐火 堀船三丁目第２アパート（１号棟） 北区堀船3-1 33.4 1 24,700

改良 中層耐火 赤羽西五丁目アパート（３号棟） 北区赤羽西5-12 36.2 1 27,500

改良 中層耐火 荒川八丁目アパート（１号棟） 荒川区荒川8-19 33.4 1 22,900

改良 高層耐火 坂下一丁目アパート（３号棟） 板橋区坂下1-11 36.1 1 26,900

改良 中層耐火 常盤台一丁目アパート（１０号棟） 板橋区常盤台1-59 36.4 1 27,400

改良 中層耐火 西保木間三丁目アパート（２号棟） 足立区西保木間3-2 46.6 1 31,100

改良 中層耐火 東和アパート（１号棟） 足立区東和2-6 32.6 1 22,100

再開発 高層耐火 小松川アパート（１号棟） 江戸川区小松川2-1 59.8 2 47,200
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
六
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

十
八
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
東
京
都

告
示
第
千
五
百
五
十
号
で
告
示
し
た
奥
多
摩
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期

間
を
更
新
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

鳥
獣
保
護
区
の
名
称

奥
多
摩
鳥
獣
保
護
区

二　

鳥
獣
保
護
区
の
区
域

東
京
都
西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
日
原
地
内
雲
取
山
山
頂
を
起
点
と

し
、
同
所
か
ら
東
京
都
と
埼
玉
県
と
の
境
界
線
に
沿
っ
て
北
東
方

に
進
み
、
イ
モ
ノ
キ
ド
ツ
ケ
、
長
沢
山
、
ア
ラ
ラ
ギ
山
、
滝
谷
峰

を
経
て
酉
谷
山
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
に
沿
っ
て
南
東
方

に
進
み
、
奥
多
摩
町
所
在
日
原
都
有
林
二
十
一
林
班
と
十
九
林
班

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
二
十
一
林
班
と
十
九
及
び
二
十
林

班
の
林
班
界
に
沿
っ
て
南
西
方
に
進
み
、
二
十
、
二
十
一
、
二
十

六
及
び
二
十
七
林
班
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
二
十
六
林
班
と

二
十
七
林
班
の
林
班
界
に
沿
っ
て
南
西
方
に
進
み
、
二
十
六
、
二

十
七
及
び
三
十
林
班
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
三
十
林
班
と
二

十
五
及
び
二
十
六
林
班
の
林
班
界
を
南
南
東
方
に
進
み
、
三
角
点

を
経
て
二
十
九
林
班
と
三
十
林
班
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

二
十
九
林
班
と
三
十
林
班
の
林
班
界
に
沿
っ
て
南
西
方
に
進
み
、

孫
惣
谷
林
道
を
横
断
し
て
二
十
九
、
三
十
及
び
三
十
三
林
班
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
三
十
林
班
と
三
十
三
林
班
の
林
班
界
に
沿

65度51分56秒
起点

北

別図

起点は、江戸川区篠崎町六丁目57番4

の最北端とする。

【起点】
格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び南北

方向に引いた線並びにこれらと平行して10m間隔で

引いた線により構成されている格子を、起点を

中心として、右回りに回転させた角度を示す。

【格子の回転角度(65度51分56秒)】

敷地境界

筆境界

単位区画

形質変更時要届出区域

【凡例】江戸川区篠崎町六丁目57番457番2

57番3
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（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

十
八
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
東
京
都

告
示
第
千
五
百
五
十
一
号
で
告
示
し
た
秋
川
丘
陵
鳥
獣
保
護
区
の
存

続
期
間
を
更
新
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

鳥
獣
保
護
区
の
名
称

秋
川
丘
陵
鳥
獣
保
護
区

二　

鳥
獣
保
護
区
の
区
域

東
京
都
あ
き
る
野
市
小
川
千
三
百
四
十
三
番
の
百
一
先
の
東
秋

川
橋
の
左
岸
橋
脚
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
橋
を
渡
り
、
都
道

瑞
穂
あ
き
る
野
八
王
子
線
（
都
道
第
百
六
十
六
号
線
）
と
の
交
点

に
至
り
、
同
都
道
を
南
に
進
み
、
国
道
四
百
十
一
号
線
と
の
交
差

点
に
至
り
、
同
所
を
右
折
し
、
同
国
道
を
西
に
進
み
、
都
道
栖
原

あ
き
る
野
線
（
都
道
第
百
七
十
六
号
線
）
と
の
交
差
点
に
至
り
、

同
所
を
左
折
し
、
同
都
道
を
南
に
進
み
、
八
王
子
市
栖
原
町
八
百

二
十
四
番
地
の
二
地
先
の
明
治
橋
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
橋
を
渡

り
、
川
口
川
の
右
岸
に
沿
っ
て
上
流
方
向
に
進
み
、
同
市
川
口
町

九
百
六
十
番
地
先
の
川
口
橋
に
至
り
、
同
橋
か
ら
主
要
地
方
道
八

王
子
五
日
市
線
（
第
三
十
二
号
線
）
を
西
に
進
み
、
市
道
川
口
二

百
十
三
号
線
か
ら
市
道
川
口
二
百
十
六
号
線
へ
進
み
、
同
市
上
川

町
四
千
百
四
十
三
番
地
先
の
今
熊
神
社
参
道
入
口
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
参
道
を
西
北
に
進
み
、
登
高
し
て
今
熊
神
社
頂
上
に
至
り
、

同
社
の
奥
の
院
裏
か
ら
裏
参
道
を
下
り
、
大
平
に
至
り
、
同
所
を

右
折
し
て
東
方
に
進
み
、
金
剛
の
滝
へ
の
分
岐
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
滝
に
向
か
っ
て
下
り
、
逆
沢
支
流
の
多
奈
沢
に
至
り
、
対
岸

に
渡
っ
て
同
沢
の
左
岸
に
沿
っ
て
下
流
方
向
に
進
み
、
逆
沢
と
の

地
域
で
あ
る
。

当
該
区
域
は
、
広
葉
樹
林
・
針
葉
樹
林
が
分
布
し
植
物
の
種

類
も
豊
富
で
、
鳥
獣
の
生
息
に
適
し
て
お
り
、
そ
の
種
類
も
極

め
て
多
く
自
然
環
境
を
保
全
す
る
必
要
が
あ
る
。
当
該
地
区
内

で
鳥
類
で
は
水
辺
に
生
息
す
る
鳥
類
と
し
て
オ
シ
ド
リ
、
カ
ル

ガ
モ
な
ど
が
、
猛
禽き

ん

類
と
し
て
イ
ヌ
ワ
シ
、
ク
マ
タ
カ
な
ど
が
、

陸
鳥
と
し
て
ア
オ
バ
ト
、
ジ
ュ
ウ
イ
チ
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い

る
。ま

た
、
哺
乳
類
で
は
コ
ウ
モ
リ
類
と
し
て
コ
キ
ク
ガ
シ
ラ
コ

ウ
モ
リ
、
モ
モ
ジ
ロ
コ
ウ
モ
リ
な
ど
が
、
小
型
哺
乳
類
と
し
て

ヒ
メ
ヒ
ミ
ズ
、
ニ
ホ
ン
リ
ス
な
ど
が
、
中
型
哺
乳
類
と
し
て
ニ

ホ
ン
ザ
ル
、
キ
ツ
ネ
な
ど
が
、
大
型
哺
乳
類
と
し
て
ツ
キ
ノ
ワ

グ
マ
、
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
引
き
続
き
森
林
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を

図
り
、
当
該
区
域
に
お
け
る
生
物
多
様
性
を
確
保
す
る
た
め
、

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
鳥
獣
保
護
区
と
し
て

適
正
に
維
持
管
理
す
る
も
の
で
あ
る
。

㈢　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
管
理
方
針

ア　

入
山
者
に
よ
る
鳥
獣
及
び
そ
の
生
息
環
境
へ
の
影
響
を
必

要
最
小
限
に
す
る
た
め
、
東
京
都
の
職
員
や
鳥
獣
保
護
管
理

推
進
員
に
よ
る
巡
視
を
行
う
と
と
も
に
、
奥
多
摩
町
や
関
係

機
関
と
の
連
携
を
図
り
、
鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
係
る
普
及

啓
発
活
動
に
取
り
組
む
。

イ　

指
定
の
十
年
後
に
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
の
変
化
等
を
把
握

す
る
た
め
調
査
を
実
施
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
七
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

っ
て
北
北
西
方
に
進
み
、
三
十
、
三
十
三
及
び
三
十
四
林
班
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
三
十
三
林
班
と
三
十
四
林
班
の
林
班
界
に

沿
っ
て
約
五
百
四
十
メ
ー
ト
ル
北
西
方
に
進
み
、
同
所
か
ら
三
十

三
林
班
と
三
十
四
林
班
の
林
班
界
に
沿
っ
て
南
西
方
に
進
み
、
天

祖
山
に
至
り
、
同
所
か
ら
都
有
林
三
十
三
林
班
と
私
有
林
と
の
境

界
線
に
沿
っ
て
南
南
東
方
に
約
百
メ
ー
ト
ル
進
み
、
三
十
三
林
班

と
三
十
七
林
班
と
の
交
点
に
至
り
、
都
有
林
三
十
七
林
班
と
私
有

林
と
の
境
界
線
に
沿
っ
て
南
南
西
方
に
進
み
、
日
原
林
道
を
横
断

し
て
四
十
九
、
五
十
及
び
五
十
三
林
班
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
四
十
九
林
班
と
五
十
林
班
の
林
班
界
に
沿
っ
て
南
方
に
進
み
、

高
丸
山
に
至
り
、
同
所
か
ら
奥
多
摩
町
日
原
と
同
町
留
浦
と
の
境

界
線
に
沿
っ
て
西
方
に
進
み
、
東
京
都
と
山
梨
県
と
の
境
界
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
に
沿
っ
て
西
方
に
進
み
、
七
ツ
石
山
を

経
て
、
更
に
同
境
界
線
を
北
北
西
方
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に

囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

三　

鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま

で
四　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
区
域
は
、
ブ
ナ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
等
の
広
葉
樹
林
や
カ
ラ
マ

ツ
、
シ
ラ
ビ
ソ
等
の
針
葉
樹
林
も
あ
り
、
林
相
の
変
化
に
富
む

地
域
で
あ
り
、
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
、

「
文
化
財
保
護
法
」
で
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
イ
ヌ

ワ
シ
や
特
別
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ

カ
も
確
認
さ
れ
る
な
ど
、
豊
か
な
生
態
系
が
維
持
さ
れ
て
い
る
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㈡　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
地
域
は
、
都
市
公
園
内
に
あ
り
、
休
養
・
散
策
・
運
動

な
ど
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
場
で
あ
る
と
と
も
に
、
良

好
な
都
市
景
観
の
形
成
、
多
様
な
生
物
の
生
育
・
生
息
空
間
の

提
供
、
身
近
な
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
や
環
境
教
育
の
場
、
震
災

時
等
の
避
難
場
所
等
の
様
々
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
自
然
公

園
と
比
べ
る
と
動
物
種
は
少
な
い
が
、
飛
翔
力
の
あ
る
も
の
に

お
い
て
は
地
域
の
緑
地
を
つ
な
ぐ
コ
リ
ド
ー
と
し
て
利
用
さ
れ

て
お
り
、
今
後
も
そ
の
保
全
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

㈢　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
管
理
方
針

ア　

来
園
者
に
よ
る
鳥
獣
及
び
そ
の
生
息
環
境
へ
の
影
響
を
必

要
最
小
限
に
す
る
た
め
、
東
京
都
の
職
員
や
鳥
獣
保
護
管
理

推
進
員
に
よ
る
巡
視
を
行
う
と
と
も
に
、
関
係
市
町
や
関
係

機
関
と
の
連
携
を
図
り
、
鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
係
る
普
及

啓
発
活
動
に
取
り
組
む
。

イ　

指
定
の
十
年
後
に
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
の
変
化
等
を
把
握

す
る
た
め
調
査
を
実
施
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
九
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

十
八
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
鳥
獣
保
護
区
特
別
保

護
地
区
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

特
別
保
護
地
区
の
名
称

奥
多
摩
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

㈢　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
管
理
方
針

ア　

来
園
者
に
よ
る
鳥
獣
及
び
そ
の
生
息
環
境
へ
の
影
響
を
必

要
最
小
限
に
す
る
た
め
、
東
京
都
の
職
員
や
鳥
獣
保
護
管
理

推
進
員
に
よ
る
巡
視
を
行
う
と
と
も
に
、
関
係
市
町
や
関
係

機
関
と
の
連
携
を
図
り
、
鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
係
る
普
及

啓
発
活
動
に
取
り
組
む
。

イ　

指
定
の
十
年
後
に
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
の
変
化
等
を
把
握

す
る
た
め
調
査
を
実
施
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
八
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

十
八
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
東
京
都

告
示
第
四
百
二
十
一
号
で
告
示
し
た
井
の
頭
恩
賜
公
園
鳥
獣
保
護
区

の
存
続
期
間
を
更
新
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

鳥
獣
保
護
区
の
名
称

井
の
頭
恩
賜
公
園
鳥
獣
保
護
区

二　

鳥
獣
保
護
区
の
区
域

東
京
都
立
井
の
頭
恩
賜
公
園
の
区
域
一
円

三　

鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま

で
四　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

合
流
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
沢
の
左
岸
に
沿
っ
て
下
流
方
向
に

進
み
、
刈
寄
川
と
の
合
流
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川
の
左
岸
に

沿
っ
て
下
流
方
向
に
進
み
、
盆
堀
川
と
の
合
流
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
盆
堀
川
の
左
岸
に
沿
っ
て
上
流
方
向
に
進
み
、
あ
き
る
野
市

大
字
戸
倉
字
盆
堀
大
入
千
八
百
四
十
番
の
一
地
先
か
ら
市
道
盆
堀

線
に
至
り
、
同
市
道
か
ら
市
道
第
八
百
五
十
一
号
線
を
北
西
に
登

高
し
て
グ
ミ
の
木
尾
根
に
至
り
、
市
道
乙
津
九
十
八
号
線
を
北
西

に
下
り
、
都
道
五
日
市
上
野
原
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
所
と
同

町
大
字
乙
津
字
乙
津
千
三
百
八
番
地
先
の
秋
川
左
岸
と
を
結
ぶ
線

に
沿
っ
て
秋
川
を
渡
り
、
同
地
先
秋
川
左
岸
に
至
り
、
同
所
か
ら

秋
川
左
岸
に
沿
っ
て
下
流
方
向
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま

れ
た
一
円
の
区
域

三　

鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま

で
四　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
地
域
は
、
秋
川
と
川
口
川
に
挟
ま
れ
た
山
野
に
位
置
し
、

多
種
に
わ
た
る
鳥
類
が
み
ら
れ
、
エ
コ
ト
ー
ン
と
し
て
多
く
の

生
物
が
生
息
し
て
い
る
。
近
年
は
、
開
発
に
伴
い
宅
地
化
し
て

い
る
部
分
も
あ
り
、
ま
た
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
特
定
の
種
が
増
加

し
被
害
も
み
ら
れ
る
が
、
身
近
に
野
生
鳥
獣
と
接
す
る
こ
と
が

で
き
、
か
つ
近
郊
の
自
然
を
手
軽
に
感
じ
ら
れ
る
場
所
で
も
あ

る
。
こ
れ
ら
を
活
か
し
て
、
自
然
保
護
の
思
想
を
普
及
啓
発
す

る
の
に
適
し
た
場
所
で
あ
り
、
今
後
も
引
き
続
き
鳥
獣
の
生
息

環
境
の
保
全
を
図
る
。
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三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

特
に
保
護
を
図
る
必
要
が
あ
る
区
域
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
保
護
地
区

に
指
定
し
、
当
該
地
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
及
び
そ
の
生
息
地
の

保
護
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

㈢　

特
別
保
護
地
区
の
保
護
管
理
方
針

ア　

法
に
基
づ
く
規
制
に
よ
り
、
鳥
獣
の
生
息
に
必
要
な
自
然

環
境
を
保
全
す
る
。

イ　

特
別
保
護
地
区
の
存
続
期
間
を
更
新
し
、
引
き
続
き
当
該

地
域
に
生
息
・
繁
殖
す
る
多
様
な
野
生
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
。

ウ　

入
山
者
に
よ
る
鳥
獣
及
び
そ
の
生
息
環
境
へ
の
影
響
を
必

要
最
小
限
に
す
る
た
め
、
東
京
都
の
職
員
や
鳥
獣
保
護
管
理

推
進
員
に
よ
る
巡
視
を
行
う
と
と
も
に
、
奥
多
摩
町
や
関
係

機
関
と
の
連
携
を
図
り
、
特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
係
る
普

及
啓
発
活
動
に
取
り
組
む
。

エ　

指
定
の
十
年
後
に
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
の
変
化
等
を
把
握

す
る
た
め
調
査
を
実
施
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

路
線
名

武
蔵
小
金
井
停
車
場
貫
井

二

変
更
の
区
間

小
金
井
市
本
町
五
丁
目
千
七
百
七
十
九
番
三
地

先
か
ら
同
市
貫
井
北
町
一
丁
目
五
百
八
十
七
番

十
地
先
ま
で

二　

特
別
保
護
地
区
の
区
域

東
京
都
西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
所
在
都
有
林
（
東
京
都
水
道
水
源

林
日
原
分
区
）
中
三
十
八
、
三
十
九
及
び
五
十
か
ら
五
十
七
ま
で

の
林
班
の
区
域
一
円

三　

特
別
保
護
地
区
の
存
続
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま

で
四　

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠　

特
別
保
護
地
区
の
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡　

特
別
保
護
地
区
の
指
定
目
的

奥
多
摩
鳥
獣
保
護
区
は
、
奥
多
摩
町
に
あ
る
雲
取
山
の
東
部

に
位
置
し
て
お
り
、
地
域
一
帯
の
植
生
は
ブ
ナ
や
ミ
ズ
ナ
ラ
等

の
落
葉
広
葉
樹
林
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
自
然
環
境

に
お
い
て
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十

四
号
）
第
百
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
天
然
記
念
物
に
指
定
さ

れ
て
い
る
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
や
東
京
都
版
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
（
本

土
部
）
に
お
い
て
、
準
絶
滅
危
惧
に
分
類
さ
れ
る
ア
オ
バ
ト
や

ア
オ
ゲ
ラ
な
ど
の
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。

当
該
鳥
獣
保
護
区
の
中
で
も
、
奥
多
摩
鳥
獣
保
護
区
特
別
保

護
地
区
は
、
コ
メ
ツ
ガ
等
を
主
と
し
た
亜
高
山
性
の
樹
木
が
優

占
し
て
お
り
、
原
生
的
な
自
然
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
文
化
財
保
護
法
第
百
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
天
然

記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
ヤ
マ
ネ
や
東
京
都
版
レ
ッ
ド
リ
ス

ト
（
本
土
部
）
に
お
い
て
、
絶
滅
危
惧
Ⅰ
Ａ
類
に
分
類
さ
れ
る

ハ
チ
ク
マ
な
ど
が
生
息
し
て
お
り
、
多
種
多
様
な
鳥
獣
の
良
好

な
生
息
地
と
し
て
特
に
重
要
な
区
域
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
区
域
は
、
奥
多
摩
鳥
獣
保
護
区
の
中
で
も
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一　

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長　

山
村　

明
義

台
東
区
東
上
野
三
丁
目
十
九
番
六
号

二　

対
象
事
業
の
名
称

都
市
高
速
鉄
道
第
八
号
線
豊
洲
～
住
吉
間
建
設
事
業　

三　

工
事
着
手
の
予
定
年
月
日

令
和
六
年
十
一
月
一
日

四　

工
事
完
了
の
予
定
年
月
日

令
和
十
七
年
一
月
三
十
一
日

五　

届
出
日

令
和
六
年
十
月
十
日

告
　
　
　
示
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
告
示
第
十
号

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
十
九

号
）
附
則
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
水
道
局
公
金

の
徴
収
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
令

和
六
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十
四
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
東

京
都
水
道
局
公
金
の
徴
収
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
年

東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
四
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、

使
用
水
量
の
計
量
業
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長　

西　

山　

智　

之

一　

委
託
し
た
相
手
方

受　

託　

者　

名

所　

在　

地

東
京
都
市
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

中
央
区
晴
海
一
丁
目
八

番
十
一
号

二　

委
託
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

公
　
　
　
告

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
着
工
の
届
出

に
つ
い
て

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
）
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
市
高
速
鉄
道

第
八
号
線
豊
洲
～
住
吉
間
建
設
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
着
工

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子



16令和6年10月31日（木曜日）（第18177号） 東　京　都　公　報

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

五
〇

六
、
六
〇
〇


